
指定管理者モニタリング結果報告書（令和 4年度） 

・施 設 名 ： 丸亀市民体育館、土器川体育センター、飯山総合運動公園体育館、 

  丸亀市総合運動公園（陸上競技場・テニスコート・多目的広場・自由広場・丸亀 

  市民球場）、三浦運動広場、中津運動公園、丸亀市野外活動センター、蓮池公園、 

  郡家運動広場、飯山総合運動公園、 

・施設所管部課 ： 市民生活部スポーツ推進課 

・指 定 管 理 者 ： 公益財団法人丸亀市スポーツ協会 

区   分 内    容 

実施時期 
定期モニタリング：業務報告書にて逐次確認 

随時モニタリング：令和 5年 7月 14日(金)午前 10時～ 

実施方法 業務報告書等で管理状況等を点検し、書類確認並びに聞き取り調査により確認 

実施 

結果 

①施設の状況 
指定管理対象施設については、老朽化等により修繕が必要な箇所が年々増加

傾向しており、緊急度や重要度を踏まえて補修・修繕を実施している。 

②施設の利用状況 

 

 

 

 

令和 4年度は、インターハイという大きなイベントが行われたことに加え、

コロナの影響も少なくなり、利用者、利用料ともに前年から大幅な増加 

 令和 4年度 令和 3年度 対前年比 

利用者数 603,361人 409,010人 147.5％ 

利用料収入 59,675,810円 46,435,100円 128.5％ 

③施設利用者の意

向把握と対応 

自主事業参加者や競技団体等からの聞き取りにより意見・要望等を把握し、

事業や施設運営に反映できるように努めている。 

④管理体制 

複数施設を兼務により管理し、効率的な運営を行うため職員勤務体制を工夫

し対応している。 

安定した管理体制が継続できるように、人材育成にも注力している。 

⑤管理経費 

電気代高騰により影響を受けたが、影響分を算定し、補填した 

電気代高騰への対応も含め管理経費の低減に努め、職員へコスト意識の徹底

を図っている。 

⑥緊急時の対応に

ついて 

災害対応マニュアル及び緊急災害時連絡網を整備している。 

また、利用者も参加する火災訓練等を定期的に実施している。 

⑦そ の 他 

(指定管理者の業務
遂行能力等) 

指定管理者本体の財務状況に大きな問題はなく、継続的な指定管理業務の運

営には影響はない。 

⑧改善指示事項 
利用者ニーズを把握した施設利用環境の構築・提供に努めることにより施設

の利用増進を図ること。 

実施結果に対する所管課

の意見 

施設は全体的に良好に管理されており、当課との連絡・報告・対応等につい

て迅速に行われている。 

 

今後の施設管理に反映(改

善)する事項 

施設の老朽化による修繕箇所が増加しており、今後とも指定管理者と協議を

行いながら利用者ニーズに沿った改修や修繕等を計画的に行う。 

 


